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がん予防から
治療後のケアまで
トータルサポート
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たばこを過去1年間吸っていない方や禁煙に成功した方は割安な保険料に！
たばこを1年以上吸っていない方は割安な保険料でお申込みできます。

ご契約後に1年以上禁煙に成功された場合などでも保険料率が変更できる制度をご用意しています。
詳細はパンフレットをご覧ください｡

がんリスク検査サービスで早期発見・早期治療につなげる！

まとまったお金で治療をサポート！
治療費以外のさまざまな費用にも備えることができます。

サリバテック社の「サリバチェッカー®」をご紹介しています。

がん患者さま向けのオンライン運動レッスンをご紹介！
ルネサンス社の「がん専門運動指導士」が、一人一人の治療状況にあった運動をご提案します。
●ご契約者さま・被保険者さま・そのご家族（2親等以内）の方がご利用できます。

禁煙 制度

有料

有料

［ がんの保障の開始と保険料のお払込みについて ］

本がん保険の保障はご契約から3か月後に開始し、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。
●ご契約からがんの保障の開始までの3か月間は保険料が発生しませんが、保険料を割り引いているものではありません。

ご契約からがんの保障の開始までの3か月間は保険料が発生しません。

［ 食事代 ］［ 差額ベッド代 ］ 通院時や見舞いに
来る家族の交通費

入院時の
衣類や日用品 など

終身がん保険（C3）
（がん診断給付型）
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〈公式ウェブサイト〉 https://www.himawari-life.co.jp/

SOMPOグループの一員です。

お問い合わせ先

HL-P-B1-23-00665（2023.11.16）（24020006） 891838 -0300（24.5）ACG

●被保険者が20歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保
険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。ご契約時に健康状
態などが当社の定める基準を満たしたうえで、過去１年間に喫煙歴が
ない場合、割安な保険料でお申込みいただけます。

●喫煙状況の確認のため、お申込み内容により告知に加えて所定の検
査を求めることがあります。
●検査の結果によっては、非喫煙者保険料率が適用できない場合があ
ります。

がんに対する保障の開始（責任開始日）は、保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後となります。

保険期間・保険料払込期間：終身 がん診断給付金額：100万円

●お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
●法人で加入をご検討される場合、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」を参照のうえ、税務取扱についてご留意すべき
事項をご確認ください。 

このご案内は、商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット｣
｢ご契約のしおり･約款｣｢ご契約に際しての重要事項(契約概要･注意喚起情報)｣を必ずご覧ください。
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契約
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2024年6月現在の保険料です。

上記保障内容の場合

20歳 30歳 40歳 50歳 60歳

保険料例

保障内容

（口座振替月払） A B非喫煙者保険料率 喫煙者保険料率

●主契約（がん診断給付金）＋がん保険料免除特約の保障内容です。
●主契約は終身がん保険（C3）（がん診断給付型）です。

●死亡給付金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

•初めてがんと医師により診断確定
されたとき
•前回のがん診断給付金のお支払事
由該当日から起算して1年経過後に
新たにがん（再発・転移を含む）と医
師により診断確定されたとき
•前回のがん診断給付金のお支払事
由該当日から起算して1年経過後に
がんの継続治療（入院・外来治療）
を受けたとき
•前回のがん診断給付金のお支払事
由該当日から起算して1年経過後に
がんの在宅医療による緩和療養を
受けたとき
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このような場合にお支払いします お支払限度

主
契
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回数無制限
（１年に１回限度） 100万円

１回につき

オ
プ
シ
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がん保険料免除特約 ー ー
初めてがんと医師により診断確定
されたとき、以後の保険料の
お払込みを免除します
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がん診断
給付金

株式会社コープライフサービス

神奈川県横浜市港北区新横浜３－１７－２
友泉新横浜ビル７Ｆ

通話料無料　０８００－８００－３８０６


